
ボックス情 報 共通申込事項 ●催し名 ●〒住所 ●氏名（ふりがな） ●電話番号
申込み時には次の内容を明記してください。

安城市収納コールセンター夜間・休日開設日

時夜間開設➡３月１6日㈬・23日㈬午後5時１５分～８時
　休日開設➡３月2０日㈰・27日㈰午前８時3０分～午後5時１５分
問安城市収納コールセンター（☎〈7１〉22８８）、納税課(☎〈7１〉22１7）

安城市自動車急加速抑制装
置設置費補助金の終了

　自動車急加速抑制装置設置費補
助金は令和３年度末で終了します。
申請期限は３月3１日㈭です。
問市民安全課（☎〈7１〉22１9）

無料弁護士相談

　本市では毎月法律相談の場を設
けています。相続・離婚・相隣問
題等の法律的専門知識を要する相
談は、弁護士がお答えします。相
談は無料で、秘密は固く守られま
す。安心して利用してください。
日程等は本紙3５ページに掲載。
問市民安全課（☎〈7１〉2222）

共通申込事項 ●催し名 ●〒住所 ●氏名（ふりがな） ●電話番号
申込み時には次の内容を明記してください。省略

記号
時期間・日時	 場場所	　内内容	　講講師	　対対象・資格	　定定員
￥費用	　持持ち物	　他その他	　申申込方法等	　問問合せ先 共通申込事項 ●催し名 ●〒住所 ●氏名（ふりがな） ●電話番号

申込み時には次の内容を明記してください。省略
記号

時期間・日時	 場場所	　内内容	　講講師	　対対象・資格	　定定員
￥費用	　持持ち物	　他その他	　申申込方法等	　問問合せ先

令和３年度交通安全ポスター展入賞者

　小中学生から１22１点の応募がありました。入賞作品は３月１８日㈮～3１日
㈭にアンディヤマナカ新安城店（住吉町）で展示します。入賞者は下記の皆
さんです。〈敬称略〉

公共下水道の使える区域が
広がります

内3月31日㈭から公共下水道が使
えるようになる区域➡末広町、

　花ノ木町、箕輪町、和泉町、福
釜町、桜井町及び姫小川町の各
一部

他◦公共下水道が使える区域は市
全体で247５haとなります
◦３月１4日㈪～3０日㈬に下水道
課で新たに使えるようになる区
域の縦覧ができます
下水道に接続してください

　下水道が使える区域になったら、
１日も早い下水道への接続をお願
いします。下水道利用の際には、
風呂・台所等の雑排水やし尿は下
水道管に、雨水は今までどおり道
路側溝等に、それぞれ分けて流す
必要があります。敷地内の排水管
や排水ますは個人の所有物であり、
個人の負担で施工が必要です。工
事は「安城市排水設備工事指定工
事 店」（右 記QRコード
から市HP参照）へ依頼
してください。
問下水道使用料について➡下水道

課経営係（☎〈7１〉2247）
　排水設備工事について➡下水道

課排水設備係（☎〈7１〉22５８）
　下水道整備について➡下水道課

工務係（☎〈7１〉224８）

小学生の部
市長賞➡川﨑なのは（高棚小１年）　
市議会議長賞➡冨田健太（今池小
5年）　市教育長賞➡角

す み

谷
や

咲
さ く  と  

人（安
城北部小4年）

問市民安全課（☎〈7１〉22１9）

川﨑なのはさんの作品 堀口野々花さんの作品

春の火災予防運動　　　　
サイレン吹鳴による防火広報

　３月１日～７日に実施される春
の火災予防運動に合わせて、市消
防団では昼間又は夜間にマイクを
使用し防火広報を行います。また、
就寝前の火の元確認及び火災発生
時のサイレンと認識していただく
ため、初日と最終日の午後８時か
ら約3０秒間、各分団詰所のサイレ
ンを吹鳴します。ご理解・ご協力
をお願いします。
問市危機管理課（☎〈7１〉222０）、安

城消防署消防団係（☎〈7５〉2００１）

住宅防火いのちを守る1０のポイント
〈４つの習慣〉
◦寝たばこは絶対にしない、させない
◦ストーブの周りに燃えやすいものを置かない
◦こんろを使うときは火のそばを離れない
◦コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く
〈６つの対策〉
◦火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器
を使用する
◦火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、１０年を
目安に電池を交換する
◦火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテン
は防炎品を使用する
◦火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し使い方を確認しておく
◦お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備
えておく
◦防火防災訓練への参加、戸別訪問等により、地域ぐるみの防火対策を行う
住宅用火災警報器の電池の寿命は約1０年！定期的な作動確認を
住宅用火災警報器は、一般的に電池で動いています。火災を感知するた

めに常に作動しており、電池の寿命は約１０年とされています。
　住宅用火災警報器が適切に機能するためには維持管理が重要です。いざ
というときに適切に作動するよう、火災予防運動の時期等に定期的に作動
確認を行い、適切に交換を行うよう習慣づけましょう。

　３月１日～７日は令和4年春季全国火災予防運動が全国各地で実施され
ます。
２０２1年度全国統一防火標語➡おうち時間 家族で点検 火の始末

春の火災予防運動 問衣浦東部広域連合予防課（☎〈63〉０１36）

中学生の部										
市長賞➡堀口野々花（安城西中１
年）　市議会議長賞➡玉浦彩

あ や  か  

夏（篠目
中３年）　市教育長賞➡日

く さ

下
か

碧
あ お

（篠
目中２年）

身体障害者補助犬にご理解
ください

　盲導犬・聴導犬・介助犬は身体
障害者補助犬法に基づき、特別な
訓練を受けています。
　補助犬を同伴している身体障害
者には、補助犬の適切な行動や管
理が義務付けられているので、補
助犬は清潔に保たれ、予防接種や
検診を受けています。
　なお、補助犬を同伴している身
体障害者は認定証を携帯していま
すので、必要な場合は提示を求め
てください。
◆ほじょ犬マークの配布
補助犬の同伴を施
設や店舗等の利用者
に知ってもらうため
のステッカーを、希
望する事業所に配布
しています。詳細は障害福祉課に
問い合わせてください。
問障害福祉課（☎〈7１〉222５）



ボックス情 報 共通申込事項 ●催し名 ●〒住所 ●氏名（ふりがな） ●電話番号
申込み時には次の内容を明記してください。

土地区画整理事業施行中の土地を所有する人へ
　令和4年１月１日時点で新たに使用収益が開始さ
れた仮換地及び保留地については、それぞれの土地
の現況に応じて、令和4年度課税から仮換地課税に
移行します。

新築住宅に対する固定資産税の軽減が終了します
　下記①～③の家屋の居住部分（床面積１2０㎡まで）
は、令和３年度で固定資産税の軽減措置が終了しま
す。令和4年度からは本来の税額になります。
①平成3０年に新築された住宅（長期優良住宅の認定

を受けた住宅、３階建て以上の準耐火・耐火構造
住宅を除く）

②平成2８年に新築された長期優良住宅の認定を受け
た住宅、３階建て以上の準耐火・耐火構造住宅

③平成26年に新築された長期優良住宅の認定を受け
た３階建て以上の準耐火・耐火構造住宅

高齢者・障害者・母子・父子世帯の固定資産税・
都市計画税を減免します
対下記①～③の全てを満たす世帯

①世帯員全員が居住用以外の固定資産を持ってい
ない
②宅地面積2００㎡以下で住宅延床面積１2０㎡以下
③下記a～cのいずれかに該当する世帯

a.世帯員全員が市民税非課税の高齢者世帯
b. 世帯員全員の合計所得が市長の定める額を超

えない障害者世帯
c. 世帯員全員の合計所得が市長の定める額を超

えない、平成１6年4月２日以降生まれの児童
を扶養する母子・父子世帯

※詳細は資産税課に問い合わせてください。
申各納期限までに直接資産税課土地係へ

※申請日時点で経過している納期分は減免の対象
になりません。令和4年度分の減免の受付は３月
１日㈫から開始します。郵送での申請を希望する
場合は問い合わせてください。

固定資産税のお知らせ

自分の土地・家屋の価格を知ることができます
　自分の土地・家屋と他の土地・家屋の価格を比較
したい場合、縦覧帳簿を縦覧できます。
時縦覧期間➡4月１日㈮～5月２日㈪　場資産税課
内縦覧帳簿の内容▶
　土地➡所在、地番、地目、地積、当該年度の価格　
　家屋➡所在、家屋番号、種類、構造、建築年、床

面積、当該年度の価格
対縦覧できる人➡市内に土地や家屋を所有する固定

資産税の納税者とその同世帯の人、納税管理人
持来庁者の本人確認ができるもの（下記参照）
他●資産税課窓口のパソコン画面での縦覧です
●所有者の氏名・住所・課税標準額は表示しません
●土地のみ又は家屋のみの所有者は、所有する資
産の帳簿のみ縦覧できます
●縦覧帳簿の複写・撮影、電話での照会は不可

◆本人確認ができるものを持参してください
縦覧・閲覧・証明発行には、来庁者の本人確認ができる身分証明書の提示が必要です。
身分証明書の例➡マイナンバーカード（個人番号カード）、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在
留カード、国民年金手帳、健康保険被保険者証 等 （顔写真のない証明書は２種類必要）
※来庁者が本人や同世帯の人でない場合は、委任状（法人の場合は代表者本人が全て手書きで作成する場合を
除き、代表者印を押印したもの）も必要。

◆縦覧開始日や開庁直後は混雑します
新型コロナウイルス感染症対策として、混雑を避けた来庁をお願いします。

◆納税通知書・課税明細書を４月上旬に発送します
記載内容▶納税通知書➡固定資産税・都市計画税の年税額や納期限等　課税明細書➡課税対象となる資産（土
地・家屋）の詳細　※記載内容に不明な点がある場合は早急に連絡してください。
納期限▶第１期（全期）➡5月２日㈪　第２期➡８月１日㈪　第3期➡１2月26日㈪　第４期➡令和5年２月2８日㈫

令和４年度の固定資産税の内容を確認できます
　固定資産税は、固定資産課税台帳に登録された内
容で課税します。令和4年度の課税内容を確認した
い場合、固定資産課税台帳を閲覧できます。
時閲覧期間➡4月１日㈮から　場資産税課
対閲覧できる人➡①納税義務者とその同世帯の人

②納税管理人　③借地借家人等（契約にかかる資
産のみ）

持来庁者の本人確認ができるもの（下記参照。また、
上記の「閲覧できる人」③は該当する資産の賃貸借
契約書も必要）

他●閲覧期間中、上記の「閲覧できる人」①②には名
寄せの写しを無料で発行します
●令和4年度分の固定資産に関する証明は、4月
１日㈮から市民課で発行します

問資産税課家屋係・償却資産係（☎〈7１〉22１５）、土地係（☎〈7１〉22５6）

共通申込事項 ●催し名 ●〒住所 ●氏名（ふりがな） ●電話番号
申込み時には次の内容を明記してください。省略

記号
時期間・日時	 場場所	　内内容	　講講師	　対対象・資格	　定定員
￥費用	　持持ち物	　他その他	　申申込方法等	　問問合せ先 共通申込事項 ●催し名 ●〒住所 ●氏名（ふりがな） ●電話番号

申込み時には次の内容を明記してください。省略
記号

時期間・日時	 場場所	　内内容	　講講師	　対対象・資格	　定定員
￥費用	　持持ち物	　他その他	　申申込方法等	　問問合せ先

問資産税課家屋係・償却資産係（☎〈7１〉22１５）、土地係（☎〈7１〉22５6） 救命講習会

対安城・碧南・刈谷・知立・高浜
市在住・在勤・在学者（いずれ
の会場でも受講できます）
※団体受講希望の場合は最寄り
の消防署へ問い合わせてくださ
い。
定2０人（先着順）
他講習内容の「心肺蘇生法」は、新

型コロナウイルス感染症の流行
を踏まえた実習方法とします

申３月5日㈯午前９時から電話で
各申込先へ
普通救命講習Ⅲ
時３月１9日㈯午前９時～正午
内小児・乳児・新生児の心肺蘇生

法、ひきつけの処置等
場 　申安城消防署救急係（☎〈7５〉2494）
普通救命講習Ⅰ
時３月2０日㈰午前９時～正午
内心肺蘇生法（気道確保・人工呼

吸・胸骨圧迫）、AEDの使用法等
場 　申刈谷消防署救急係（☎〈23〉１299）
普及員講習再教育
時３月27日㈰午前９時～正午
内応急手当普及員の資格を有する

人が前回の講習受講日から３年
以内に再度受講するための講習

場 　申知立消防署救急係（☎〈８１〉4１44）

スマートフォンを使った印
鑑登録証明書の交付申請等

インターネット経由で証明等の
申請を行う「スマート申請」で印鑑
登録証明書の交付申請ができるよ
うになりました。
内利用できるサービス➡住民票の

写し、印鑑登録証明書の交付申
請、転出届の手続き
 ※１通申請の場合で、94円（郵
送料を含む）がかかります。
 ※転出証明書は発行しません。
転出先の自治体でマイナンバー
カードを提示して転入手続きを
してください。

他署名用電子証明書を搭載したマ
イナンバーカード、スマートフ
ォン、クレジットカードが必要

申市HP（右記QRコード
　参照）から申請して

ください
問市民課（☎〈7１〉222１）

デジタルなんでも相談会

スマートフォン等のデジタル機
器の使い方で困っていることを相
談できます。
　相談会は、名古屋大学の学生が
講師を務める予約制と、スマホ教
室実施事業者が講師を務める当日
受付制の２種類があります。
時３月27日㈰　
場図書情報館（アンフォーレ本館内）
対概ね6０歳以上の市内在住者
持スマートフォン等デジタル機器
予約制
時午後２時～２時５０分、午後３時

～３時５０分、午後4時～4時５０
分

定各5組（先着順。１組２人まで）
申３月７日㈪午前９時から電話で

経営情報課（☎〈7１〉22０7）へ
当日受付制
時午後２時～5時（１組3０分程度。

午後１時５０分から会場前にて先
着順で受付）

定１５組程度（１組２人まで）

さわやかマナーまちづくり

　本市では、さわやかマナーまち
づくり条例を制定しており、市民
等のモラル向上及びマナー遵守を
通して、きれいで快適なまちづく
りの推進を目標に掲げています。
路上喫煙禁止区域の変更

　4月１日から、名鉄新安城駅北
口の路上喫煙禁止区域を下図のと
おり拡大します。その他の路上喫
煙禁止区域に変更はありません。
喫煙マナーを守り、住みよいまち
をつくりましょう。

さわやかマナーまちづくり条例
の啓発活動団体を募集

　毎月１回以上、所定のビブスの
着用や、啓発品の配布等で本市の

「さわやかマナーまちづくり条例」
の啓発活動をしていただける団体
を募集します。
　啓発品等は市から支
給します。
※右記QRコードから
条例PR動画の視聴可。
内報償金▶活動人数1０人以下➡年

額１万円　11人以上➡年額２万
円

対5人以上で構成し、市内で月１
回以上啓発活動ができる団体

申活動団体登録書、活動計画書を
持って環境都市推進課へ
※登録書等は同課・市HPで配布。
※詳細は市HP（右記
QRコード参照）で確
認するか、環境都市
推進課へ問い合わせてください。

問環境都市推進課（☎〈7１〉22０6）

　　…路上喫煙禁止区域（追加エリア）



36 広報あんじょう　2022.3

妊婦や乳幼児を対象とした
各種教室・相談

◆ゴックン教室（前期離乳食）（オ
ンライン予約制）
　離乳食の開始から２回食までの
進め方を学びます。
時４月５日㈫・19日㈫午後１時15
分～２時15分、午後２時45分～３
時45分　対４～６カ月児の保護者
家族等　定各10組（先着順） 申３
月１日㈫から母子手帳アプリ「母
子モ」で予約

◆きっかけ教室～子育てママ編～
(オンライン予約制）
　産後のママ向けにリフレッシュ
できる運動を行います。
時①４月６日㈬　②27日㈬いずれ
も午前10時～11時　場①➡保健セ
ンター　②➡アンフォーレ　対３
カ月～６カ月未満児の親子（ママ
のみの参加も可） 定各15人（先着
順）　持飲料、赤ちゃん用の敷き
物（バスタオル
等）　申 ３月７
日㈪から母子手
帳アプリ「母子
モ」で予約

妊娠・出産
◆母子健康手帳交付と妊婦指導
時㈪～㈮午前８時３0分～正午　対
市内に住民登録のある妊婦　持妊
娠届出書（医療機関等で交付され
たもの）、マイナンバー確認書類

（妊娠届出書裏面を参照） 他上記
時間に来所ができない場合は問い
合わせてください

◆母
おっぱい

乳準備のぷち講座（オンライ
ン予約制）
　産後に向け、助産師が指導。
時４月20日㈬午前10時～11時
対市内に住民登録のある妊婦
定14人（先着順) 申４月１日㈮か
ら母子手帳アプリ「母子モ」で予約

育児
◆スクスク子育て相談室（電話予
約制）

育児・離乳食や栄養・歯等の相談。
時３月24日㈭、４月14日㈭午前９
時～11時　対４歳までの子と家族
等　持赤ちゃん用の敷き物（バス
タオル等） 申各開催日の前日ま
でに電話で保健センター（☎〈76〉
11３３）へ（身長・体重計測のみの場
合は予約不要）

■場所の記載がないものはすべて保健センターで行います
■母子健康手帳交付と妊婦指導、各種相談は㈷は休みます
■４か月児・１歳６か月児・３歳児健診及び予防接種は個人通知します。通知書
を紛失した人や健診を受けていない人は、連絡してください

◆カミカミ教室（後期離乳食と歯
の手入れ）（オンライン予約制）
　３回食から離乳完了までの流れ
と歯の手入れについての講義です。
時４月12日㈫・26日㈫午後１時10
分～２時20分、午後２時40分～３
時50分　対７～11カ月児の保護
者・家族等　定各10組（先着順）
申３月１日㈫から母子手帳アプリ

「母子モ」で予約

カミカミ教室では、離乳食の粒
の大きさが実際に確認できて良
かったです！

梅田彩乃さん
來
く る

実
み

ちゃん
（姫小川町）

妊産婦・乳幼児相談
（電話・面談／面談の場合は要予約）

日 時 ㈪～㈮午前８時３0分～午後５時
場 所 保健センター（☎〈76〉11３３）
対 象 妊産婦、乳幼児をもつ保護者・家族等

妊娠・出産、子育てで
悩んでいることはありませんか？
妊産婦からの相談、子育てに関する相談を
受け付けています。ひとりで抱え込まず、
気軽に相談に来てくださいね。

あんぱ～く利用者支援窓口（電話・面談／随時受付）
日 時 ㈫～㈮午前９時～午後５時
場 所 あんぱ～く（☎〈72〉2３17）
対 象 1８歳未満の子をもつ保護者・家族等

乳幼児の子育て相談（電話・面談／随時受付）
日 時 ①㈪～㈯午前９時～午後５時

　　　　②㈪～㈮午前９時～午後４時
　①あんぱ～く（☎〈72〉2３17）　②各子育て支援センタ

ー[二本木（☎〈77〉2774）·あけぼの（☎〈97〉2276）·さく
ら（☎〈99〉2100）·和泉（☎〈92〉８100）]

対 象 おおむね３歳未満の子をもつ保護者・家族等

場 所

省略記号 時期間・日時　場場所　対対象　定定員　持持ち物　他その他　申申込方法等

■オンライン予約制の講座について
タイトルにオンライン予約制の表
記があるものについては、４月以
降開催分の教室から母子手帳アプ
リ「母 子 モ」（下 記QRコード か ら
ダウンロード可）で予約してくだ
さい。予約開始日は各
記事で確認してくださ
い。

NEW

・

赤ちゃんのお世話体験動画が見
られます。

◀沐浴編
▶おむつ交換・

抱っこ編

急病のときは
■1まずは、かかりつけ医へ
■2休日夜間急病診療所（保健センター併
設／☎︎〈７６〉２０２２）へ
科目 診察日 受付時間

内科
・
小児科

㈪〜㈮ 午後８時〜1０時
㈯ 午後５時〜９時

㈰・㈷・
年末年始
（1２月3０
日〜1月
３日）

午前８時3０分〜11時3０
分、午後1時〜４時3０
分、午後５時3０分〜９
時（午後５時3０分〜９時
は内科 · 小児科のみ）

歯科

■3救急医療情報センター(☎︎〈3６〉1133／
毎日２４時間受付）
■4子ども医療電話相談　受付日時➡毎日
午後７時〜翌日午前８時　電話番号➡
短縮番号♯８０００または(☎︎０５２〈９６２〉９９００)
■5八千代病院(☎︎〈９７〉８111)､安城更生病
院(☎︎〈７５〉２111)

わたくしたちは、

＊たがいに助け合い、住みよ
いまちをつくりましょう。

＊きまりを守り、良い習慣を
育てましょう。

＊自然を愛し、きれいな水と
みどりのまちをつくりま
しょう。

＊教養を高め、若い力を育て
ましょう。

＊健康で、明るく楽しい家庭
をつくりましょう。

安城市民憲章

お い し い
あ ん じ ょ う

第2
4回

愛知学泉大学管理栄養士専攻の学生が、「新生活に向けてこ
ころを整えよう」をテーマに、大豆を使用した３種類のメ
ニューを開発しました。（産学官連携事業）
大豆は「畑の肉」と呼ばれるほどたんぱく質が豊富に含まれ
る他、骨粗しょう症予防や更年期の不調改善が期待される
イソフラボンも含まれています。春からの生活を元気に始
めるために、大豆を食べてこころと体を健康に保ちません
か？（新生活に向けたこころの話は12ページ参照）
学生が開発した３種類のメニューは右記の
日程で市役所食堂にて販売します。レシピ
は右記QRコードから参照できます。

市役所食堂で愛知学泉大学の学生さん
が開発した健康メニューを販売します。

●日時　３月25日㈮午前11時～午後１時３０分
●スペシャルメニュー　大豆ミートのガパオライス（上
写真）、ヤムウンセン（タイ風サラダ）（６1０円・5０食限定）

当日スペシャルメニューを食堂で注文した人に
JAあいち中央管内産の大豆を使用した
即席みそ汁をプレゼント！（先着30人）

【健康メニュー販売日程】
※プレゼント・健康測定会は開催しません。
４月１日㈮：ふんわり卵の豆腐入りあんかけ丼と

春キャベツの中華風サラダ（６1０円・5０食限定）
８日㈮：春キャベツの豆乳クリーム丼と菜の
花の春小鉢（６1０円・5０食限定）

メニューには安城産の農産物が使われています。

当日は、健康推進課が食堂で健康測定会を実施します。

大豆とは思えないボリューム感！
とろとろの温泉卵をからめて召し上がれ♪

各種SNSのリンク、
イベント情報

■問▶農務課
（☎〈７１〉２２33）メニューを開発した愛知学泉大学の学生の皆さん

旬の野菜を
使ったレシピ

〈地産地消への取り組み〉 このコーナーで紹介する農畜産物は、市内産直施設や小売店で購入できます。

今月は「大 豆」 愛知学泉大学コラボ健康メニュー

火災	 2件	（うち建物	 1件）
救急	 744件	（うち急病	 491件）

１月の火災・救急

総人口	 189,294人	（	 －40）
男性	 96,933人	（	 －12）
女性	 92,361人	（	 －28）
世帯数	 77,264世帯	（	 ＋16）

人口・世帯
（令和４年２月1日現在）

（　）内は前月比
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